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〒125‐0041 東京都葛飾区東金町２－７－１３ 

電話：０３－３６０９－７６６８ 

FAX ：０３－３６０９－０４０４ 

e-mail: sekijima4@ybb.ne.jp 
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企業企業企業企業のののの社会的責任社会的責任社会的責任社会的責任＝ＣＳＲ＝ＣＳＲ＝ＣＳＲ＝ＣＳＲへのへのへのへの対応対応対応対応    
 
 

◆新たな取引先獲得のチャンス 

CSR（Corporate Social Responsibility）

への意識が高い企業を中心に、取引先の法

令順守体制をチェックする動きが相次いで

います。中小企業にとっては、選別される

一方で、新たな取引先を獲得するチャンス

にもなり得るのではないでしょうか。 

 

◆CSRCSRCSRCSRとは 

CSR とは、「企業の社会的責任」という

意味で、「企業は法律を守り、提供する商品

やサービスに責任を持ち、従業員が働きや

すい環境をつくり、地域社会に貢献し、地

球環境に配慮した活動をしなければならな

い」といった企業のありかたを表現した言

葉です。「社会的」責任とは、「私的」また

は「自己」責任に対するものといえます。 

 

◆欧米からの流れ 

日本企業の CSRは、従来、環境対策によ

って取引先を選別する「グリーン調達」な

どが中心でしたが、近年は法令順守体制の

整備に重心が移ってきました。 

すでに欧米の企業の多くは CSR への対

応状況によって取引先を選別しています。

日本貿易振興機構（JETRO）によると、某

大手メーカーが世界各地の工場に対して労

働条件や衛生、環境などの独自基準を示し

て順守を要請し、その達成状況をチェック

し、2004年までに 55工場との取引を停止

したというケースがあるそうです。日本で

も今後こうした動きが出てくることが予想

されます。 

 

◆今後の展望 

現状では、「人手が足りない」、「コストの

増加が予想される」などといった理由から、

なかなか対策をとれない中小企業が多いよ

うです。 

その中で、国際標準化機構（ISO）は現

在、CSRの規格化を検討中であり、策定の

見通しも立っています。国際規格ができれ

ば取引先企業に CSR 導入を求める動きは

強まり、対応できなければ取引上の不利は

必至であるとみられます。 

大企業の要求に応えることは、中小企業

にとって負担となる一方、他社との差別化

につながるのではないでしょうか。 
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障害無年金者障害無年金者障害無年金者障害無年金者のためののためののためののための特別障害給付金特別障害給付金特別障害給付金特別障害給付金    
 

 

特別障害給付金の主な内容 

 国民年金には任意加入の制度があります。この任意加入の国民年金に未加入であった期間

に病気やケガの初診日がある障害者になったとき、障害年金は支給されません。しかし、この

人たちにも平成１７年４月から「障害特別給付金」が支給されるようになりました。 

 

請求はお早めに 

 この給付金は、請求書を受付した月の翌月分からの支給されることとなりますので、給付金

を請求される方は、なるべく早く請求書を提出してください。 

 必要な添付書類が整わない場合でも請求書の受付が行われます。請求の手続きは、住所地の

市区町村の役所・役場です。請求用紙は市区町村のほか社会保険事務所にもあります。（添付

書類が不足している場合でも、後日提出することで請求できます。） 

 

◆対象者 

  ①学生であった場合 

   大学・専修・専門校等 

 

 

  ②主婦の場合 

   

 

◆平成２２年３月までなら６５歳以上でも 

 ６５歳に達する前月までに請求することが必要ですが、平成２２年３月までなら６５歳以

上であっても請求できます。 

 

◆給付金額 

   １級 ５万円（平成１８年度４９８５０円） 

   ２級 ４万円（平成１８年度３９８８０円） 

   他の年金が支給される場合には給付制限があります。 

 

障害年金あれこれ③ 新しくできた障害年金 

20歳 平成 3年 3月まで 

国民年金に未加入 

20歳 60歳（昭和 61年 3月まで） 

夫が厚生年金または共済年金で妻が国民年金に未加入 
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◆生活保護の支給額削減へ 

現在、厚生労働省は生活保護の支給額削

減を検討しています。国民年金は少子高齢

化に伴って中長期的に減額となる可能性が

高く、「このままでは保険料を払わず老後を

安易に生活保護に頼る人が増える」との指

摘があるように、年金保険料を長年払い続

けてきた人より、保険料を払わないで生活

保護を受ける人の所得が多いケースがある

ためです。2007年度から、段階的に国民年

金（基礎年金）の支給額以下に引き下げる

方針です。 

 

◆生活保護とは 

生活保護は、生活、教育、医療、介護な

ど８種類の扶助があります。医療扶助およ

び介護扶助は、医療機関等に委託して行う

現物給付が原則であり、それ以外は金銭給

付が原則です。 

厚生労働大臣が定める基準で測定される

最低生活費と収入を比較して、収入が最低

生活費に満たない場合に保護が適用され、

最低生活費から収入を差し引いた差額が保

護費として支給されます。 

収入としては、就労による収入、年金等

社会保障の給付、親族による援助、交通事

故の補償等のほか預貯金、保険の払戻金、

不動産等の資産の売却収入等も認定される

ため、これらを使い尽くした後に初めて保

護適用となります。 

 

◆生活保護世帯数の増加 

生活保護を受けている世帯数は、2004年

度は月平均で 99万 8,887世帯でした。1995

年度は平均60万1,925世帯であったことか

ら、ほぼ 10年で約 1.6倍にまで増えたこと

となります。 

生活保護を受ける世帯は高齢者世帯が多

く、その背景には、年金保険料未納など、

年金制度の空洞化問題があります。 

 

◆それぞれの支給額は？ 

それぞれの支給額はどうなっているので

しょう。国民年金では、40年間保険料を払

い続けた人で月額約６万６,000円であるの

に対し、生活保護の支給額は年齢や地域に

よってそれぞれ異なりますが、生活扶助分

のみで８万円を超え、さらに家賃を払って

いる場合に上限が約１万円の住宅扶助が加

算されるケースもあります。 

生活保護費生活保護費生活保護費生活保護費よりよりよりより低低低低額額額額のののの国民年金国民年金国民年金国民年金    
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◆高額療養費制度の内容 

「高額療養費制度」は、1 カ月以内に同じ医療

機関等に支払った医療費が自己負担の上限額を

超えた場合、超えた分が高額療養費として後から

払い戻される制度です。上限額は年齢や所得に応

じてそれぞれ異なっており、一般的な所得で 70

歳未満の人の場合、「72,300 円＋（医療費－

241,000 円）×１％」が上限額となり、これを超

えた額が請求により払い戻されます。還付申請の

期限は２年間です。 

 

◆約４割の人が未請求 

社会保険庁は、高額療養費制度を利用できるケ

ースが、2003 年度で約 179 万件あったとみてい

ますが、同庁が運営する政府管掌健康保険（中小

企業の会社員ら約 3,600万人が加入している）の

加入者の中には、制度自体を知らない人も多く、

実際に制度を利用し還付を受けた加入者は110万

件で、約 69 万件は還付申請がなされませんでし

た。 

 

◆還付申請が可能なことを通知する新サービス 

申請漏れを防止するため、同庁は 2006 年４月

から、高額療養費の還付申請できることを対象者

に通知するサービスを始めました。高額療養費制

度を解説したパンフレットとともに、該当する加

入者に「申請案内」を発送するものです。これま

で社会保険事務所ごとの対応が異なっていたた

め、社会保険庁の事業運営評議会は、対象者へ通

知するか否かの対応の統一を求めていました。 

健康保険組合や公務員の共済組合ではすでに、

申請しなくても還付されるシステムが導入され

ています。 

 

◆今後は還付申請自体が不要に 

また、2007 年４月を目処に、還付申請が不要

になるとされています。医療機関の窓口で上限額

まで支払えば済むようになり、これにより患者の

負担は大幅に軽減されます。ただし引き続き申請

が必要なケースとして、複数の医療機関で受診し

ている場合や、介護保険を併用している場合があ

ります。 

 

 

 

 

◆労使協定の偽造・提出で書類送検 

警視庁と埼玉労働局などは、大阪府内の物流会

社が、警視庁の覆面パトカーに同社の大型トラッ

クが追突して警察官ら 3 人が死傷した事故後に、

自社のドライバーの時間外労働に関する労使協

定の効力が切れていたため、協定が更新されたよ

うに偽造して労働基準監督署に提出したとして、

労基法違反や有印私文書偽造・同行使の容疑で同

社の役員らを書類送検した。警視庁などは過重労

働が事故につながった疑いがあるとみて同社を

捜索していた。 

 

◆「理想の上司」、古田さん、黒木さんが１位 

 産能大学はこのほど、今年４月の各企業の新入

社員 650人に対して、有名人・著名人の中から理

想とする上司像を聞いた調査結果を発表した。男

性上司はプロ野球ヤクルトスワローズ監督兼選

手の古田敦也さん、女性上司は女優の黒木瞳さん

がトップで、それぞれ２年連続、５年連続の１位

となっている。 

 

◆派遣労働者やパートタイマーにも財形 

労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の懇談会は、

現在は正社員が中心となっている財産形成促進

(財形)の利用者を、派遣労働者やパートタイマー

などにも拡大することなどの意見を盛り込んだ

中間報告案をまとめた。厚労省は、年内にも最終

報告をまとめ、関連法の改正を目指す。 

 

高額医療費の申告漏れ多く、通知サービス開始 


